
平成２９年 第１４回

仙北市農業委員会総会議事録

平成２９年１２月２０日 (水 )開 催

仙 北 市 農 業 委 員 会

平成２９年 第１４回仙北市農業委員会総会議事録

１．開催日時 平成２９年１２月２０日（水）午後３時３０分

２．開催場所 仙北市西木総合開発センター 集会室

３．出席委員 (１７人 )

仮 議席１番 齋 藤 瑠璃子 仮議席２番 藤 村 紀 章

仮議席３番 千 葉 智 永 仮議席４番 荒木田 浩 生

仮議席５番 大 石 知 仮議席６番 佐 藤 一 也

仮議席７番 青 柳 良 信 仮議席８番 髙 橋 政 敏

仮議席９番 小 玉 均 仮議席１０番 鈴 木 八寿男

仮議席１１番 藤 村 隆 清 仮議席１２番 小田嶋 比左子

仮議席１３番 草 彅 良 孝 仮議席１４番 佐 藤 孝 典

仮議席１５番 真 崎 純 孝 仮議席１６番 門 脇 博 美

仮議席１７番 佐 藤 和

４．欠席委員 （０名）

５．議事日程

第 １ 開 会宣言

第 ２ 仙 北市長 挨拶

第３ 委員紹介

第４ 臨時議 長選任

第５ 開議の宣告

第６ 仮議席の決定

第７ 議事録署名員並びに会議書記氏名



第８ （案件１）会長の互選について

第９ （案件２）会長の職務を代理する者の互選について

第１０（案件３）本議席の決定について

第１１ 閉会

６．事務局職員

局 長 浅 利 喜 一 郎 係 長 樫 尾 健

主 任 門 脇 益 美 主 事 伊 藤 大 地

７．書 記

主 事 伊 藤 大 地

８．議事録署名員

仮議席１番 齋藤 瑠璃子 仮議席２番 藤村 紀章

９．会議の概要

局 長 農 業委員 会事務局 長の浅 利と言います。よろしくお願 い致します。農業

委 員会に関 する法 律一部 改正後 の仙北市 農業委 員会総会 を開催 させて 頂き

ま す。開催 に先立 ちまし て農業 委員会に 関する 法律第８ 条第１ 項の規 定に

よ り、仙北 市議会 の同意 を得て 、市長が 任命す ることと なって おりま すの

で 、これか ら委員 の皆様 に辞令 の交付を 行いま す。なお 、交付 につき まし

ては、着席順での交付となります。

仙北市長 《仙北市長による委員への辞令交付》（１５時３８分）

浅利 局長 本 日の総 会は、改 選後の 初の総会となりますので仙北 市長による招集と

なっております。ここで門脇仙北市長よりご挨拶をお願いします。

仙北市 長 仙北市 の農地 統計的 には５，５００ ㏊と言われております。私はこの農

地を最 大活用 し、農 業生産を 高め、 仙北市 農業を しっか りと確立 していき

たいと 思って います 。平成２ ８年４ 月施行 になり ました 農業委員 会に関す

る法律 に基づ いて、 今回皆様 に辞令 を交付 させて 頂きま した。先 の議会で

承認頂 いて、 皆様は 地方自治 法、農 業委員 会法に 基づく 行政委員 会の一員

として 、これ から大 変重い任 務にあ たって 頂くこ とにな ります。 農業委員

会の使 命は農 地の最 適化利用 、そし て様々 な農地 流動に ついての 意見・具

申を頂 くこと になり ます。今 回の農 業委員 会の法 律改正 で最適化 推進委員

という 方々２ ０名に ついては 、今後 新たに 会長に なられ る方から の委嘱が

ありま すが、 ３７名 の総力を 結集し て、市 の取り 組みと 同じく皆 様には最

前線で 最大努 力を講 じて頂き たいと いう思 いを抱 いてい ます。今 まさに平

成３０ 年度か ら米の 生産目標 の配分 が国か ら示さ れなく なり、農 政が大き

く動く ことに なりま す。この ような 時に仙 北市は どのよ うな農業 を営んで

いくか 。将来 発展で きる農業 の礎を 築くこ とがで きるか どうかと いうこと

は、ま さに新 農業委 員会法で 皆様に 辞令を 差し上 げまし たが、皆 様方１７

名の大 きな役 割とな ります。 仙北市 行政と しても 新しい 農業の在 り方とい

うもの を模索 し続け たいと思 ってお ります 。皆様 と一緒 に仙北市 の農業を

前に進 める作 業を今 日から進 めたい と思っ ており ます。 よろしく お願い申

し上げます。（１５時４１分）

浅利局 長 ありが とうご ざいま した。次に日程 第３委員紹介に移ります。それでは

委員のご紹介を致します。

《事務局による新農業委員の紹介》（１５時４２分）

浅利局長 次に日程第４、臨時議長選任についてになります。日程第４については、

仙北市長よりお諮り願います。



仙北 市長 そ れでは 初総会で すので 、私が臨時議長の選出につい てお諮り致します

がご異議はございませんでしょうか。

《異議なしの声あり》

仙北 市長 異 議なし と認めま す。臨 時議長には地方自治法第１０ ７条を準用し、出

席 委 員 の 中 で 年 長 委 員 で あ り ま す 仮 議 席 １ ７ 番 佐 藤 和 委 員 を 選 任 致 し ま

す。よろしくお願い申し上げます。

仙北 市長 臨 時議長 は仮議席 １７番 佐藤和委員と決定しました。 佐藤委員は議長席

へお願い致します。（１５時４８分）

浅利局長 市長は所要のため、退席致します。（１５時４８分）

臨時 議長 只 今臨時 議長に選 任され ました佐藤です。改選後の初 総会にあたりまし

て 、暫時の 間臨時 の議長 を務め させて頂 きます 。委員各 位のご 協力を 頂き

ま して無事 責任を 果たし たいと 思います ので、 格別のご 協力を お願い 致し

ます。

臨時 議長 そ れでは 平成２９ 年第１ ４回仙北市農業委員会総会を 開会します。本日

の出席委員は１７名、本総会は定足数に達しております。

臨時 議長 議 事の進 行につき まして は、仙北市農業委員会会議規 則、議事日程に従

い進行致します。ご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

臨時 議長 異 議なし と認めま す。本 日の議事はお手元に配布して おります議事日程

表に基づき、進めてまいります。

臨時 議長 日 程第６ 、仮議席 の決定 についてを上程します。議事 進行上、仮議席を

指 定します 。仮議 席につ いては 、現在着 席され ている、 年齢の 若い順 での

席でご異議ございませんか

《異議なしの声あり》

臨時議 長 異議な しと認 めます 。仮議席につい ては、現在着席されている年齢の若

い順で仮議席とします。

臨時議 長 次に、 日程第 ７、議 事録署名員並び に会議書記の指名をこちらからして

よろしいでしょうか。

『異議なし』の声

臨時議 長 それで は議事 録署名 員に仮議席１番 齋藤委員、仮議席２番藤村委員両名

を指名します。会議書記には伊藤主事を指名します。

臨時議 長 次に日 程第８ 、会長 の互選について を上程します。事務局より説明を求

めます。

浅利局 長 農業委 員会等 に関す る法律第５条第 ２項の規定により会長を互選すると

い う こ と に な っ て お り ま す 。 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ り 会 長 は 委 員 が 互 選 し た 者 を 充 て る と い う 規 定 に な っ て お り ま

すので、よろしくお願い申し上げます。

臨時議 長 説明が 終わり ました 。それでは互選 の方法をお諮り致します。仙北市農

業 委 員 会 互 選 規 定 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 単 記 無 記 名 投 票 を 行 い 、 有

効 投 票 の 最 多 数 を 得 た 者 を 当 選 人 と す る 。 但 し 、 得 票 数 が 同 数 の 場 合 は

籤で 決める 。また同条第２項の規定に より委員の中に異議がない場合は、

互選につき指名推薦の方法によることができるとなっております。

浅利局長 暫時休憩を求めます。

臨時議長 暫時休憩とします。（１５時５３分）

臨時議長 休憩以前に遡り、議事を再開します。（１５時５４分）

臨時議長 単記無記名投票か指名推薦のどちらがよろしいかお諮りします。

仮５番 大石 指名推 薦がよ いとお もいます。指名 推薦で行われるとすれば、以前から



職務代理を経験しております仮議席１１番藤村委員を推挙します。

臨時 議長 只 今指名 推薦の声 があり 、会長の互選については指名 推薦によることと

してご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

臨時 議長 異 議なし と認めま す。会 長の互選については指名推薦 によることに決定

します。（１５時５５分）

臨時 議長 只 今、仮 議席１１ 番藤村 委員が会長候補者として推薦 されましたが、他

に指名推薦はございませんか。

臨時 議長 他 に指名 推薦がな いよう ですので、採決を行います。 農業委員会等に関

する法律第３１条に基づき指名されました藤村委員の退席を求めます。

《仮議席１１番藤村委員退室》（１５時５６分）

臨時 議長 そ れでは 会長互選 の指名 人についてお諮り致します。 指名人藤村委員を

当選人とすることにご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

臨時 議長 異 議なし と認めま す。よ って藤村委員を仙北市農業委 員会会長の当選人

とすることに決定します。（１５時２６分）

《仮議席１１番藤村委員入室》（１５時２７分）

臨時 議長 只 今、藤 村委員が 着席さ れましたので、仙北市農業委 員会会長に当選し

たこ とを告 知致しま す。藤 村委員は当選人の承諾及びご 挨拶をその場でお

願い致します。

仮 11番 藤 村 ご承 認頂き まして大変 ありがとうございます。まだま だ未熟者ではあり

ます が、農 地利用の 最適化 に向けて、この三年間一生懸 命がんばってい

きたいと思います。よろしくご協力お願い致します。

臨時 議長 あ りがと うござい ました 。それでは仙北市農業委員会 会議規則第８条に

よ り会長 が会議 の議長 になるとありま すので、これをもちまして臨時議長

を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。

（１５時５８分）

議 長 会長に 選任さ れまし たので、これよ り議長を務めさせて頂きます。議事

進 行にご 協力を 賜りま すようお願い致 します。また私が秋田県農業会議会

議員に就任することになりますので、併せてお願い致します。

議 長 それで は日程 第９、 会長の職務を代 理する者の互選についてを上程しま

す。事務局より説明をお願い致します。

浅利局 長 日程第 ９、会 長の職 務を代理する者 の互選について、農業委員会等に関

す る法律 第５条 第５項 の規定により会 長の職務を代理する者を互選するこ

と となっ ており ます。 農業委員会等に 関する法律第５条第５項の規定によ

り 委員が 互選し た者が 職務を代理する ことととなっておりますので、よろ

しくお願い致します。

議 長 説明が 終わり ました 。それでは互選 の方法についてお諮り致します。仙

北 市農業 委員会 互選規 定第４条第１項 の規定により、会長の職務を代理す

る 者につ いて第 ３条第 １項を準用する こととなっております。会長互選を

例 にお諮 り致し ます。 単記無記名投票 ・指名推薦どちらがよろしいでしょ

うか。

仮５番大石 指名推薦がよいとおもいます。

議 長 他にございませんか。

議 長 只今、 会長の 職務を 代理する者につ いて、互選の方法は指名推薦とのご

意見がありましたが、指名推薦によることでご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

議 長 異議な しと認 めます 。会長の職務を 代理する者について、互選方法は指



名推薦で行うこととします。（１６時１分）

議 長 それでは会長職務代理者の指名推薦をお願いします。

仮５番大石 指名推薦で仮番号８番髙橋委員を推挙します。

議 長 只 今、仮 ８番高橋 委員が 職務代理者へ指名推薦されま したが、他に指名

推薦はありませんか。

議 長 他 に指名 推薦がな いよう ですので、採決に入りますが 、農業委員会等に

関す る法律 第３１条 に基づ き指名されました髙橋委員の 退席を求めます。

《仮議席８番髙橋委員退室》（１６時２分）

議 長 そ れでは 会長職務 代理者 指名推薦による互選の指名人 についてお諮り致

します。指名人髙橋委員を当選人とすることにご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

臨時 議長 異 議なし と認めま す。よ って髙橋委員を仙北市農業委 員会会長職務代理

者の当選人とすることに決定します。（１６時３分）

《仮議席８番髙橋委員入室》（１６時３分）

議 長 只 今、髙 橋委員が 着席さ れましたので、仙北市農業委 員会会長職務代理

者に 当選し たことを 告知致 します。髙橋委員は当選人の 承諾及びご挨拶を

その場でお願い致します。

仮８番 髙橋 只 今職務 代理者と して当 選人になりますことを承諾致 します。皆様方と

一 緒 に 農 地 守 り 、 仙 北 市 農 地 の 番 人 と し て が ん ば っ て い き た い と 思 っ て

おりますので、皆様のご協力をお願い致します。

議 長 あ りがと うござい ました 。それでは日程１０、本議席 の決定についてを

お 諮 り 致 し ま す 。 仙 北 市 農 業 委 員 会 会 議 規 則 第 ７ 条 に よ り 最 初 の 会 議 に

お い て 籤 で こ れ を 定 め る こ と と な っ て お り ま す 。 こ れ に ご 異 議 ご ざ い ま

せんか。

《異議なしの声あり》

議 長 異議な しと認 めます 。それでは仮議 席の順番で抽選を行いますので、籤

を 引いて くださ い。籤 で出た番号を議 席番号とします。全員が引き終わり

ま したら 、席へ 移動を お願い致します 。なお、会長の議席につきましては

１７番としますが、ご異議ございませんか。

《異議なしの声あり》

議 長 異議な しと認 めます 。会長の議席に つきましては、１７番とします。そ

れでは籤を順番に引いてください。

《１番から籤による議席決定》

議 長 議席が決定しましたので、事務局より議席を発表願います。

浅利局長 それでは、議席を発表致します。

１番、佐藤孝典委員 ２番、佐藤和委員 ３番、青柳良信委員

４番、荒木田浩生委員 ５番、門脇博美委員 ６番、小玉 均委員

７番、佐藤一也委員 ８番、齋藤瑠璃子委員 ９番、千葉智永委員

１ ０番、 髙橋政 敏委員 １１番 、小田 嶋比左 子委員 １２番 鈴木八寿男委員

１３番、大石 知委員 １４番、草彅良孝委員 １５番、真崎純孝委員

１６番、藤村紀章委員 １７番、藤村隆清委員

以上が議席番号となります。

議 長 今後この議席での総会などになります。

議 長 これ にて日程 の案件 が終了 となりま すが、事務局より連絡事項がありま



す。（１６時１１分）

浅利局長 《日程及び事務連絡事項》

（ 閉 会 ）

議 長 以 上をも ちまして 平成２ ９年１４回仙北市農業委員会 総会を閉会いたし

ます。お疲れ様でした。（１６時１４分）

上記のとおり会議の顛末を記載し、相違ないことを認め署名する。

平成３０年 月 日

議 長

署 名 員 仮議席１番

署 名 員 仮議席２番


